
　仕事などの都合で日中に、納税に関する相談ができない方は、休日・夜間の納税相談窓口を
『役場本庁舎１階税務課』で開設していますのでご利用ください。

　平成31年度の町税の納期限は、次のとおりです。納期限内に納付をお願いします。
なお、町税の納付については便利な「口座振替」をご利用ください。

問合せ：税務課　徴収担当　☎ 991−1835

○取扱税目：町県民税（法人を含む。）・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税
【注意】納税相談窓口の開設日が変更になる場合がありますので、ご利用の際はお問い合わせの上、お越しください。

平成31年度　休日・夜間の納税相談窓口のご案内

町税の納期限のご案内

平成32年3月まで大切に保管してください!

休　　日 夜　　間

開設時間 （午前9時から午後4時まで） （午後8時まで）

31年　4月 28日（日） 11日（木）
　　　5月 26日（日） 9日（木）
　　　6月 30日（日） 13日（木）
　　　7月 28日（日） 11日（木）
　　　8月 25日（日） 　8日（木）
　　　9月 29日（日） 12日（木）
　　�10月 27日（日） 10日（木）
　　�11月 24日（日） 　14日（木）
　　�12月 22日（日） 12日（木）
32年　1月 26日（日） 9日（木）
　　　2月 23日（日） 13日（木）
　　　3月 29日（日） 12日（木）

納　　期
（納期限・口座振替日） 町県民税 軽自動車税 固定資産税 国民健康保険税

31年��5月（��5月31日） 全期 1期
6月（��7月��1日） 1期
7月（��7月31日） 2期 1期
8月（��9月��2日） 2期 2期
9月（��9月30日） 3期
10月（10月31日） 3期 4期
11月（12月��2日） 5期
12月（12月25日） 3期 6期

32年��1月（��1月31日） 4期 7期
2月（��3月��2日） 4期 8期
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